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タンクの内容量の計算方法 

 

１ タンク容量の計算方法 

  危規則第 2条のタンクの内容積の計算方法は、以下のとおりとする。 

（平成 13年 3月 30日消防危第 42号「タンクの内容積の計算方法について」） 

（１） タンク内容積として計算する部分 

  ア 固定屋根を有するものは、固定屋根の部分を除いた部分 

  イ ア以外のものは全体を内容積とすること。 

 

 

 

（２） 内容積の計算方法 

    内容積は、タンクを胴・鏡板等に分けて、各部分の形状に応じた計算

方法により計算し、その各部分の容積を合計すること。 

    具体的な計算式の例は、以下によること。 

    なお、改正前の危規則第 2条第 1号イ及びロ並びに第 2号イの計算方

法により求められた値、CAD等により計算された値又は実測値を活用し

内容量を計算して差し支えないこと。 
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２ 留意事項 

（１） 前記 1.(2)内容積の計算方法のなお書の改正前の危規則第 2条第 1号

イ及びロ並びに第 2号イの計算方法により求められた値とは、次による

こと。ただし、原則は、前記 1.(2)を指導すること。 

    改正前危規則第 2条抜粋危政令第 5条第 1項の総務省令で定めるタン

クの内容積の計算方法は、次の各号のとおりとする。 

１ だ円型のタンク 

 

 

 

  ２ 円筒型のタンク 

   イ 横置きの円筒型のタンク 
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（２） 前記 1.(2)により計算することが困難な鏡板部分の計算式は次によるこ

と。 

 

 
 

 

 

 


